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都道府県労働局長 殿 

 

厚生労働省労働基準局長 

（ 公  印  省  略 ） 

 

 

雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り 

扱うに当たっての留意事項の一部改正について（通知） 

 

 

 雇用管理分野における個人情報のうち労働者の健康に関する情

報の取扱いについては、「個人情報の保護に関する法律について

のガイドライン（通則編）」（平成 28 年個人情報保護委員会告示

第６号。別添１）の適用に伴い、「雇用管理分野における個人情

報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」（平成 29 年

５月 29 日付け個情第 749 号、基発 0529 第３号。以下「留意事項」

という。）を定め、その周知を図ってきたところである。 

今般、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険

法等の一部を改正する法律（令和３年法律第 66 号）の一部が令和

４年１月１日から施行されたこと並びに個人情報の保護に関する

法律等の一部を改正する法律（令和２年法律第 44 号）及びデジタ

ル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３

年法律第 37 号）が令和４年４月１日及び令和５年４月１日から施

行されたことに伴い、留意事項について、別添２のとおり一部改

正を行い、別添３のとおり定めたので了知いただきたい。 

なお、別添４のとおり関係事業者団体等に対して周知したので

了知するとともに、貴局においても関係者に対して周知されたい。 



 

個人情報保護法ガイドライン（通則編） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン 

（通則編） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年 11 月 

（令和 4年 9月一部改正） 

個人情報保護委員会 

 

 

※ガイドライン全文は、以下の URL からご確認ください。 
 https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/#anc_Guide 

別添１ 

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/#anc_Guide
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新  旧  

別添３ 

 

雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意

事項 

 

 

第１ 趣旨 

 

  この留意事項は、雇用管理分野における労働安全衛生法（昭和47年法律

第57号。以下「安衛法」という。）等に基づき実施した健康診断の結果等

の健康情報の取扱いについて、「個人情報の保護に関する法律についての

ガイドライン（通則編）」（平成28年個人情報保護委員会告示第６号。以

下「ガイドライン」という。）に定める措置の実施に当たって、事業者に

おいて適切に取り扱われるよう、特に留意すべき事項を定めるものであ

る。 

  なお、事業者は、この留意事項に記載のない事項等については、ガイド

ライン、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（外国に

ある第三者への提供編）」（平成28年個人情報保護委員会告示第７号）、

「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（第三者提供時の

確認・記録義務編）」（平成28年個人情報保護委員会告示第８号）、「個

人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（仮名加工情報・匿名

加工情報編）」（平成28年個人情報保護委員会告示第９号）及び「個人情

報の保護に関する法律についてのガイドライン（認定個人情報保護団体

編）」（令和３年個人情報保護委員会告示第７号）をそれぞれ参照された

い。 

 

 

別添２ 

 

雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意

事項 

 

 

第１ 趣旨 

 

この留意事項は、雇用管理分野における労働安全衛生法（昭和47年法律

第57号。以下「安衛法」という）等に基づき実施した健康診断の結果等の

健康情報の取扱いについて、「個人情報の保護に関する法律についてのガ

イドライン（通則編）（平成28年11月個人情報保護委員会。以下「ガイド

ライン」という。）」に定める措置の実施にあたって、「雇用管理に関す

る個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項について」

（平成16年10月29日付け基発第1029009号。以下「旧留意事項通達」とい

う。）における規律水準と比較して変更はなく、事業者においてこれまで

と同様に適切に取り扱われるよう、引き続き留意すべき事項を定めるもの

である。 
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第２ 健康情報の定義 

 

  個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「法」とい

う。）第２条第１項及びガイドライン2-1に定める個人情報のうち、この

留意事項において取り扱う労働者の健康に関する個人情報（以下「健康情

報」という。）は、健康診断の結果、病歴、その他の健康に関するものを

いい、健康情報に該当するものの例として、次に掲げるものが挙げられ

る。 

この健康情報については、法第２条第３項及びガイドライン2-3に定め

る「要配慮個人情報」（注）に該当する場合が多い。なお、要配慮個人情

報に該当しない健康情報についても、労働者に関する機微な情報が含まれ

得ること等から、要配慮個人情報に準じて取り扱うことが望ましい。 

（１）産業医、保健師、衛生管理者その他の労働者の健康管理に関する業

務に従事する者（以下「産業保健業務従事者」という。）が労働者の

健康管理等を通じて得た情報 

（２）安衛法第65条の２第１項の規定に基づき、事業者が作業環境測定の

結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認

めたときに実施した健康診断の結果 

（３）安衛法第66条第１項から第４項までの規定に基づき事業者が実施し

た健康診断の結果並びに安衛法第66条第５項及び第66条の２の規定に

基づき労働者から提出された健康診断の結果 

（４）安衛法第66条の４の規定に基づき事業者が医師又は歯科医師から聴

取した意見及び安衛法第66条の５第１項の規定に基づき事業者が講じ

た健康診断実施後の措置の内容 

（５）安衛法第66条の７の規定に基づき事業者が実施した保健指導の内容 

（６）安衛法第66条の８第１項、第66条の８の２第１項及び第66条の８の

４第１項の規定に基づき事業者が実施した面接指導の結果並びに安衛

法第66条の８第２項（第66条の８の２第２項及び第66条の８の４第２

項の規定により準用する場合を含む。）の規定に基づき労働者から提

出された面接指導の結果 

第２ 健康情報の定義 

 

個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「法」とい

う。）第２条第１項及びガイドライン2-1に定める個人情報のうち、この

留意事項において取り扱う労働者の健康に関する個人情報（以下「健康情

報」という。）は、健康診断の結果、病歴、その他の健康に関するものを

いい、健康情報に該当するものの例として、次に掲げるものが挙げられ

る。なお、この健康情報については、法第２条第３項及びガイドライン2-

3に定める「要配慮個人情報」（注）に該当するが、健康情報の取扱いに

ついては、旧留意事項通達における規律水準と比較して変更はない。 

 

 

（１）産業医、保健師、衛生管理者その他の労働者の健康管理に関する業

務に従事する者（以下「産業保健業務従事者」という。）が労働者の

健康管理等を通じて得た情報 

（２）安衛法第65条の２第１項の規定に基づき、事業者が作業環境測定の

結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認

めたときに実施した健康診断の結果 

（３）安衛法第66条第１項から第４項までの規定に基づき事業者が実施し

た健康診断の結果並びに安衛法第66条第５項及び第66条の２の規定に

基づき労働者から提出された健康診断の結果 

（４）安衛法第66条の４の規定に基づき事業者が医師又は歯科医師から聴

取した意見及び第66条の５第１項の規定に基づき事業者が講じた健康

診断実施後の措置の内容 

（５）安衛法第66条の７の規定に基づき事業者が実施した保健指導の内容 

（６）安衛法第66条の８第１項、第66条の８の２第１項及び第66条の８の

４第１項の規定に基づき事業者が実施した面接指導の結果並びに安衛

法第66条の８第２項（第66条の８の２第２項及び第66条の８の４第２

項の規定により準用する場合を含む。）の規定に基づき労働者から提

出された面接指導の結果 
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（７）安衛法第66条の８第４項（第66条の８の２第２項及び第66条の８の

４第２項の規定により準用する場合を含む。）の規定に基づき事業者

が医師から聴取した意見及び安衛法第66条の８第５項（第66条の８の

２第２項及び第66条の８の４第２項の規定により準用する場合を含

む。）の規定に基づき事業者が講じた面接指導実施後の措置の内容 

（８）安衛法第66条の９の規定に基づき事業者が実施した面接指導又は面

接指導に準ずる措置の結果 

（９）安衛法第66条の10第１項の規定に基づき事業者が実施した心理的な

負担の程度を把握するための検査（以下「ストレスチェック」とい

う。）の結果 

（10）安衛法第66条の10第３項の規定に基づき事業者が実施した面接指導

の結果 

（11）安衛法第66条の10第５項の規定に基づき事業者が医師から聴取した

意見及び同条第６項の規定に基づき事業者が講じた面接指導実施後の

措置の内容 

（12）安衛法第69条第１項の規定に基づく健康保持増進措置を通じて事業

者が取得した健康測定の結果、健康指導の内容等 

（13）労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）第27条の規定に基づ

き、労働者から提出された二次健康診断の結果 

（14）健康保険組合等が実施した健康診断等の事業を通じて事業者が取得

した情報 

（15）受診記録、診断名等の療養の給付に関する情報 

（16）事業者が医療機関から取得した診断書等の診療に関する情報 

（17）労働者から欠勤の際に提出された疾病に関する情報 

（18）（１）から（17）までに掲げるもののほか、任意に労働者等から提

供された本人の病歴、健康診断の結果、その他の健康に関する情報 

 

（注） 個人情報取扱事業者等の義務等に係る規定（法第４章）において

は、法第２条第３項及びガイドライン2-3に定める「要配慮個人情

報」の取得（法第20条第２項）及び個人データの第三者提供（法第27

（７）安衛法第66条の８第４項、第66条の８の２第２項及び第66条の８の

４第２項の規定に基づき事業者が医師から聴取した意見並びに安衛法

第66条の８第５項、第66条の８の２第２項及び第66条の８の４第２項

の規定に基づき事業者が講じた面接指導実施後の措置の内容 

 

（８）安衛法第66条の９の規定に基づき事業者が実施した面接指導又は面

接指導に準ずる措置の結果 

（９）安衛法第66条の10第１項の規定に基づき事業者が実施した心理的な

負担の程度を把握するための検査（以下「ストレスチェック」とい

う。）の結果 

（10）安衛法第66条の10第３項の規定に基づき事業者が実施した面接指導

の結果 

（11）安衛法第66条の10第５項の規定に基づき事業者が医師から聴取した

意見及び同条第６項の規定に基づき事業者が講じた面接指導実施後の

措置の内容 

（12）安衛法第69条第１項の規定に基づく健康保持増進措置を通じて事業

者が取得した健康測定の結果、健康指導の内容等 

 （13）労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）第27条の規定に基づ

き、労働者から提出された二次健康診断の結果 

 （14）健康保険組合等が実施した健康診断等の事業を通じて事業者が取得

した情報 

 （15）受診記録、診断名等の療養の給付に関する情報 

 （16）事業者が医療機関から取得した診断書等の診療に関する情報 

 （17）労働者から欠勤の際に提出された疾病に関する情報 

 （18）（１）から（17）までに掲げるもののほか、任意に労働者等から提

供された本人の病歴、健康診断の結果、その他の健康に関する情報 

 

（注） 法第２条第３項及びガイドライン2-3に定める「要配慮個人情報」

については、取得に当たって本人の同意が必要であるほか、第三者提

供に当たっても、原則として本人の同意が必要であり、法第23条第２
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条第１項）をするに当たっては、原則として本人の同意が必要であ

る。なお、「要配慮個人情報」については、法第27条第２項の規定に

よる第三者提供（第三者への提供を利用目的とすること等をあらかじ

め本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個

人情報保護委員会に届け出ることで、あらかじめ本人の同意を得ず

に、個人データを第三者に提供すること。）は認められない。 

    また、例えば、次のような場合には、健康情報の取得及び第三者提

供に際して、本人の同意は必要ない。 

 

   （ａ）事業者が、法令に基づき、労働者の健康診断の結果を取得し、

又は第三者に提供する場合（法第20条第２項第１号、第27条第１

項第１号） 

   （ｂ）法第27条第５項第１号から第３号までに掲げる第三者に該当し

ない場合（例：事業者が医療保険者と共同で健康診断を実施する

場合において、健康情報が共同して利用する者に提供される場合

等） 

 

 

第３ 健康情報の取扱いについて事業者が留意すべき事項 

 

１ 事業者が健康情報を取り扱うに当たっての基本的な考え方 

 （１）第２の（１）から（18）までに挙げた健康情報のうち要配慮個人情

報に該当するものについては、本人に対する不利益な取扱い又は差別

等につながるおそれがあるため、事業者において、その取扱いに特に

配慮を要する。要配慮個人情報に該当しない健康情報についても、第

２のとおり、労働者に関する機微な情報が含まれ得ること等から、要

配慮個人情報に準じて取り扱うことが望ましい。 

 （２）事業者は、健康情報を取り扱うに当たっては、利用目的をできる限

り具体的に特定しなければならない。また、原則としてあらかじめ本

人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超え

項の規定による第三者提供（第三者への提供を利用目的とすること等

をあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くと

ともに、個人情報保護委員会に届け出ることで、あらかじめ本人の同

意を得ずに、個人情報を第三者に提供すること。オプトアウトによる

第三者提供という。）は認められないことから、旧留意事項通達にお

ける健康情報の取扱いの規律水準と比較して変更はない。 

    また、以下のような場合には、健康情報の取扱いについては旧留意

事項通達における取扱いと同様に取得及び第三者提供に際して、本人

の同意は必要ない。 

   （ａ）事業者が、法令に基づき、労働者の健康診断の結果を取得又は

第三者に提供する場合 

 

   （ｂ）法第23条第５項第１号から第３号に掲げる第三者に該当しない

場合（例：事業者が医療保険者と共同で健康診断を実施する場合に

おいて、健康情報が共同して利用する者に提供される場合等） 

 

 

 

第３ 健康情報の取扱いについて事業者が留意すべき事項 

 

１ 事業者が健康情報を取り扱うに当たっての基本的な考え方 

 （１）第２の（１）から（18）に挙げた健康情報については労働者個人の

心身の健康に関する情報であり、本人に対する不利益な取扱い又は差

別等につながるおそれのある要配慮個人情報であるため、事業者にお

いては健康情報の取扱いに特に配慮を要する。 

  

 

（２）健康情報は、労働者の健康確保に必要な範囲で利用されるべきもの

であり、事業者は、労働者の健康確保に必要な範囲を超えてこれらの

健康情報を取り扱ってはならない。 
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て、健康情報を取り扱ってはならない。 

    なお、安衛法第104条第１項に基づき、事業者は、安衛法又はこれ

に基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の健康情報を収

集し、保管し、又は使用するに当たっては、労働者の健康の確保に必

要な範囲内で労働者の健康情報を収集し、並びに当該収集の目的の範

囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の

同意がある場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。 

 

 ２ 法第19条に規定する不適正な利用の禁止に関する事項（ガイドライン

3-2関係） 

   事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある

方法により健康情報を利用してはならない。 

 

３ 法第20条に規定する適正な取得及び法第21条に規定する取得に際して

の利用目的の通知等に関する事項（ガイドライン3-3関係） 

（１）事業者は、法令に基づく場合等を除き、労働者の健康情報のうち要

配慮個人情報に該当するものを取得する場合は、あらかじめ本人の同

意を得なければならない。 

（２）また、事業者は、本人から直接書面に記載された当該本人の個人情

報を取得する場合は、自傷他害のおそれがあるなど、労働者の生命、

身体又は財産の保護のために緊急の必要がある場合等を除き、あらか

じめ、本人に利用目的を明示しなければならない。 

（３）安衛法第66条の10第２項において、ストレスチェックを実施した医

師、保健師その他の厚生労働省令で定める者（以下「実施者」とい

う。）は、労働者の同意を得ないでストレスチェック結果を事業者に

提供してはならないこととされており、事業者は、実施者又はその他

のストレスチェックの実施の事務に従事した者（以下「実施事務従事

者」という。）に提供を強要する又は労働者に同意を強要する等の不

正の手段により、労働者のストレスチェックの結果を取得してはなら

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

２ 法第17条に規定する適正な取得及び法第18条に規定する取得に際して 

の利用目的の通知等に関する事項（ガイドライン3-2関係） 

（１）事業者は、法令に基づく場合等を除き、労働者の健康情報を取得す

る場合は、あらかじめ本人の同意を得なければならない。 

 

（２）また、事業者は、自傷他害のおそれがあるなど、労働者の生命、身

体又は財産の保護のために必要がある場合等を除き、本人に利用目的

を明示しなければならない。 

 

（３）安衛法第66条の10第２項において、ストレスチェックを実施した医

師、保健師その他の厚生労働省令で定める者（以下「実施者」とい

う。）は、労働者の同意を得ないでストレスチェック結果を事業者に

提供してはならないこととされており、事業者は、実施者又はその他

のストレスチェックの実施の事務に従事した者（以下「実施事務従事

者」という。）に提供を強要する又は労働者に同意を強要する等の不

正の手段により、労働者のストレスチェックの結果を取得してはなら

ない。 
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４ 法第23条に規定する安全管理措置及び法第24条に規定する従業者の監 

督に関する事項（ガイドライン3-4-2及び3-4-3関係） 

（１）事業者は、健康情報のうち診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等

の加工前の情報や詳細な医学的情報の取扱いについては、その利用に

当たって医学的知識に基づく加工・判断等を要することがあることか

ら、産業保健業務従事者に行わせることが望ましい。 

（２）事業者は、産業保健業務従事者から産業保健業務従事者以外の者に

健康情報を提供させるときは、当該健康情報が労働者の健康確保に必

要な範囲内で利用されるよう、必要に応じて、産業保健業務従事者に

健康情報を適切に加工させる等の措置を講ずること。 

（３）個人のストレスチェック結果を取り扱う実施者及び実施事務従事者

については、あらかじめ衛生委員会等による調査審議を踏まえて事業

者が指名し、全ての労働者に周知すること。 

（４）ストレスチェック結果は、詳細な医学的情報を含むものではないた

め、事業者は、その情報を産業保健業務従事者以外の者にも取り扱わ

せることができるが、事業者への提供について労働者の同意を得てい

ない場合には、ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進

又は異動（以下「人事」という。）に関して直接の権限を持つ監督的

地位にある者に取り扱わせてはならない。また、事業者は、ストレス

チェック結果を労働者の人事を担当する者（人事に関して直接の権限

を持つ監督的地位にある者を除く。）に取り扱わせるときは、労働者

の健康確保に必要な範囲を超えて人事に利用されることのないように

するため、次に掲げる事項を当該者に周知すること。 

（ａ）当該者には安衛法第105条の規定に基づき秘密の保持義務が課

されること。 

   （ｂ）ストレスチェック結果の取扱いは、医師等のストレスチェック

の実施者の指示により行うものであり、所属部署の上司等の指示

を受けて、その結果を漏らしたりしてはならないこと。 

   （ｃ）ストレスチェック結果を、自らの所属部署の業務等のうちスト

レスチェックの実施の事務とは関係しない業務に利用してはなら

３ 法第20条に規定する安全管理措置及び法第21条に規定する従業者の監

督に関する事項（ガイドライン3-3-2及び3-3-3関係） 

（１）事業者は、健康情報のうち診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等

の加工前の情報や詳細な医学的情報の取扱いについては、その利用に

当たって医学的知識に基づく加工・判断等を要することがあることか

ら、産業保健業務従事者に行わせることが望ましい。 

（２）事業者は、産業保健業務従事者から産業保健業務従事者以外の者に

健康情報を提供させる時は、当該情報が労働者の健康確保に必要な範

囲内で利用されるよう、必要に応じて、産業保健業務従事者に健康情

報を適切に加工させる等の措置を講ずること。 

（３）個人のストレスチェック結果を取り扱う実施者及び実施事務従事者

については、あらかじめ衛生委員会等による調査審議を踏まえて事業

者が指名し、全ての労働者に周知すること。 

（４）ストレスチェック結果は、詳細な医学的情報を含むものではないた

め、事業者は、その情報を産業保健業務従事者以外の者にも取り扱わ

せることができるが、事業者への提供について労働者の同意を得てい

ない場合には、ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進

又は異動（以下「人事」という。）に関して直接の権限を持つ監督的

地位にある者に取り扱わせてはならない。また、事業者は、ストレス

チェック結果を労働者の人事を担当する者（人事に関して直接の権限

を持つ監督的地位にある者を除く。）に取り扱わせる時は、労働者の

健康確保に必要な範囲を超えて人事に利用されることのないようにす

るため、次に掲げる事項を当該者に周知すること。 

（ａ）当該者には安衛法第105条の規定に基づき秘密の保持義務が課

されること。 

   （ｂ）ストレスチェック結果の取り扱いは、医師等のストレスチェッ

クの実施者の指示により行うものであり、所属部署の上司等の指

示を受けて、その結果を漏らしたりしてはならないこと。 

   （ｃ）ストレスチェック結果を、自らの所属部署の業務等のうちスト

レスチェックの実施の事務とは関係しない業務に利用してはなら
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ないこと。 

（５）インターネットや社内イントラネット等の情報通信技術を利用して 

ストレスチェックを実施する場合は、次に掲げる事項を満たす必要が 

あること。 

   （ａ）個人情報の保護や改ざんの防止等のセキュリティの確保のため

の仕組みが整っており、その仕組みに基づいて個人の結果の保存

が適切になされていること。 

   （ｂ）本人以外に個人のストレスチェック結果を閲覧することのでき

る者の制限がなされていること。 

 

５ 法第25条に規定する委託先の監督に関する事項（ガイドライン3-4-4

関係） 

   健康診断、ストレスチェック、面接指導又は健康保持増進措置の全部

又は一部を医療機関、メンタルヘルスケアへの支援を行う機関等（以下

「外部機関」という。）に委託する場合には、当該委託先において、情

報管理が適切に行われる体制が整備されているかについて、あらかじめ

確認しなければならない。 

 

 ６ 法第26条に規定する漏えい等の報告等に関する事項（ガイドライン3-

5関係） 

   事業者は、その取り扱う個人データの漏えい等又はそのおそれのある

事案（以下「漏えい等事案」という。）が発覚した場合には、漏えい等

事案の内容等に応じて、次に掲げる事項について必要な措置を講じなけ

ればならない。 

 （１）事業者内部における報告及び被害の拡大防止 

    責任ある立場の者に直ちに報告するとともに、漏えい等事案による

被害が発覚時よりも拡大しないよう必要な措置を講ずること。 

 （２）事実関係の調査及び原因の究明 

    漏えい等事案の事実関係の調査及び原因の究明に必要な措置を講ず

ること。 

ないこと。 

（５）インターネットや社内イントラネット等の情報通信技術を利用して

ストレスチェックを実施する場合は、次に掲げる事項を満たす必要が

あること。 

   （ａ）個人情報の保護や改ざんの防止等のセキュリティの確保のため

の仕組みが整っており、その仕組みに基づいて個人の結果の保存

が適切になされていること。 

   （ｂ）本人以外に個人のストレスチェック結果を閲覧することのでき

る者の制限がなされていること。 

 

４ 法第22条に規定する委託先の監督に関する事項（ガイドライン3-3-4

関係） 

   健康診断、ストレスチェック、面接指導又は健康保持増進措置の全部

又は一部を医療機関、メンタルヘルスケアへの支援を行う機関等（以下

「外部機関」という。）に委託する場合には、当該委託先において、情

報管理が適切に行われる体制が整備されているかについて、あらかじめ

確認しなければならない。 

 

（新設） 
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 （３）影響範囲の特定 

    上記（２）で把握した事実関係による影響範囲の特定のために必要

な措置を講ずること。 

 （４）再発防止策の検討及び実施 

    上記（２）の結果を踏まえ、漏えい等事案の再発防止策の検討及び

実施に必要な措置を講ずること。 

 （５）個人情報保護委員会への報告及び本人への通知 

    個人情報の保護に関する法律施行規則（平成28年個人情報保護委員

会規則第３号）第７条各号に定める事態を知ったときは、ガイドライ

ン3-5-3に従って、個人情報保護委員会に報告するとともに、ガイド

ライン3-5-4に従って、本人への通知等を行わなければならない。な

お、漏えい等事案の内容等に応じて、二次被害の防止、類似事案の発

生防止等の観点から、事実関係及び再発防止策等について、速やかに

公表することが望ましい。 

 

７ 法第27条第１項に規定する第三者提供に関する本人の同意等に関する

事項（ガイドライン3-6関係） 

（１）事業者が、労働者から提出された診断書の内容以外の情報について

医療機関から健康情報を収集する必要がある場合、事業者から求めら

れた情報を医療機関が提供することは、法第27条の第三者提供に該当

するため、医療機関は、原則として労働者から同意を得る必要があ

る。この場合においても、事業者は、あらかじめこれらの情報を取得

する目的を労働者に明らかにして承諾を得るとともに、必要に応じ、

これらの情報は労働者本人から提出を受けることが望ましい。 

（２）安衛法第66条第１項から第４項までの規定に基づく健康診断並びに

安衛法第66条の８第１項、第66条の８の２第１項及び第66条の８の４

第１項の規定に基づく面接指導については、これらの規定において事

業者は医師若しくは歯科医師による健康診断又は医師による面接指導

を行わなければならないとされている。事業者は、健康診断又は面接

指導の実施に当たって、外部機関に健康診断又は面接指導の実施を委

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 法第23条第１項に規定する第三者提供に関する本人の同意等に関する

事項（ガイドライン3-4関係） 

（１）事業者が、労働者から提出された診断書の内容以外の情報について

医療機関から健康情報を収集する必要がある場合、事業者から求めら

れた情報を医療機関が提供することは、法第23条の第三者提供に該当

するため、医療機関は労働者から同意を得る必要がある。この場合に

おいても、事業者は、あらかじめこれらの情報を取得する目的を労働

者に明らかにして承諾を得るとともに、必要に応じ、これらの情報は

労働者本人から提出を受けることが望ましい。 

（２）安衛法第66条第１項から第４項までの規定に基づく健康診断並びに

安衛法第66条の８第１項、第66条の８の２第１項及び第66条の８の４

第１項の規定に基づく面接指導については、これらの規定において事

業者は医師若しくは歯科医師による健康診断又は医師による面接指導

を行わなければならないとされている。事業者は、健康診断又は面接

指導の実施に当たって、外部機関に健康診断又は面接指導の実施を委
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託する場合には、事業者は、健康診断又は面接指導の実施に必要な労

働者の個人情報を外部機関に提供する必要がある。また、安衛法第66

条の３、第66条の４、第66条の８第３項及び第４項（第66条の８の２

第２項及び第66条の８の４第２項の規定により準用する場合を含

む。）において、事業者は、健康診断又は面接指導の結果の記録及び

当該結果に係る医師又は歯科医師からの意見聴取が義務付けられてお

り、安衛法第66条の６において、事業者は、健康診断結果の労働者に

対する通知が義務付けられている。事業者がこれらの義務を遂行する

ためには、健康診断又は面接指導の結果が外部機関から事業者に報告

（提供）されなければならない。これらのことから、事業者が外部機

関にこれらの健康診断又は面接指導を委託するために必要な労働者の

個人情報を外部機関に提供し、また、外部機関が委託元である事業者

に対して労働者の健康診断又は面接指導の結果を報告（提供）するこ

とは、それぞれ安衛法に基づく事業者の義務を遂行する行為であり、

法第27条第１項第１号の「法令に基づく場合」に該当し、本人の同意

を得なくても第三者提供の制限は受けない。 

（３）事業者は、ストレスチェックの実施に当たって、外部機関にストレ

スチェックの実施を委託する場合には、ストレスチェックの実施に必

要な労働者の個人情報を外部機関に提供する必要がある。この場合に

おいて、当該提供行為は、７（２）に規定する健康診断等の場合と同

様に、安衛法に基づく事業者の義務を遂行する行為であり、法第27条

第１項第１号の「法令に基づく場合」に該当することから、本人の同

意を得なくても第三者提供の制限は受けない。 

    また、安衛法第66条の10第２項において、あらかじめストレスチェ

ックを受けた労働者の同意を得ないで、その結果を事業者に提供して

はならないこととされている。このため、外部機関が、あらかじめ本

人の同意を得ないで、委託元である事業者に対してストレスチェック

結果を提供することはできない。 

    さらに、安衛法第66条の10第３項において、ストレスチェックの結

果の通知を受けた労働者であって、厚生労働省令で定める要件に該当

託する場合には、事業者は、健康診断又は面接指導の実施に必要な労

働者の個人情報を外部機関に提供する必要がある。また、安衛法第66

条の３、第66条の４、第66条の８第３項及び第４項（第66条の８の２

第２項及び第66条の８の４第２項の規定により準用する場合を含

む。）において、事業者は、健康診断又は面接指導の結果の記録及び

当該結果に係る医師又は歯科医師からの意見聴取が義務付けられてお

り、第66条の６において、事業者は、健康診断結果の労働者に対する

通知が義務付けられている。事業者がこれらの義務を遂行するために

は、健康診断又は面接指導の結果が外部機関から事業者に報告（提

供）されなければならない。これらのことから、事業者が外部機関に

これらの健康診断又は面接指導を委託するために必要な労働者の個人

情報を外部機関に提供し、また、外部機関が委託元である事業者に対

して労働者の健康診断又は面接指導の結果を報告（提供）すること

は、それぞれ安衛法に基づく事業者の義務を遂行する行為であり、法

第23条第１項第１号の「法令に基づく場合」に該当し、本人の同意を

得なくても第三者提供の制限は受けない。 

（３）事業者は、ストレスチェックの実施に当たって、外部機関にストレ

スチェックの実施を委託する場合には、ストレスチェックの実施に必

要な労働者の個人情報を外部機関に提供する必要がある。この場合に

おいて、当該提供行為は、５（２）に規定する健康診断等の場合と同

様に、安衛法に基づく事業者の義務を遂行する行為であり、法第23条

第１項第１号の「法令に基づく場合」に該当することから、本人の同

意を得なくても第三者提供の制限は受けない。 

    また、安衛法第66条の10第２項において、あらかじめストレスチェ

ックを受けた労働者の同意を得ないで、その結果を事業者に提供して

はならないこととされている。このため、外部機関が、あらかじめ本

人の同意を得ないで、委託元である事業者に対してストレスチェック

結果を提供することはできない。 

    さらに、安衛法第66条の10第３項において、ストレスチェックの結

果の通知を受けた労働者であって、厚生労働省令で定める要件に該当
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するものが申し出たときは、事業者は、面接指導の実施が義務付けら

れている。事業者がこの義務を遂行するためには、当該労働者が厚生

労働省令で定める要件に該当するかどうかを確認するために、労働者

にストレスチェックの提出を求めるほか、ストレスチェックを実施し

た外部機関に対してストレスチェック結果の提供を求めることも考え

られるが、労働者の申出は、事業者へのストレスチェック結果の提供

に同意したとみなすことができることから、事業者の求めに応じて外

部機関が事業者にストレスチェック結果を提供するに当たって、改め

て本人の同意を得る必要はない。 

    なお、事業者が、安衛法第66条の８第１項、第66条の８の２第１

項、第66条の８の４第１項又は第66条の10第３項の規定に基づく面接

指導を委託するために必要な労働者の個人情報を外部機関に提供し、

また、外部機関が委託元である事業者に対して労働者の面接指導の結

果を提供することは、７（２）に規定する健康診断等の場合と同様

に、安衛法に基づく事業者の義務を遂行する行為であり、法第27条第

１項第１号の「法令に基づく場合」に該当し、本人の同意を得なくて

も第三者提供の制限は受けない。この場合において、本人の同意を得

なくても第三者提供の制限を受けない健康情報には、面接指導の実施

に必要な情報として事業者から当該外部機関に提供するストレスチェ

ック結果も含まれる。 

（４）労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関す

る法律（昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。）第45

条第10項及び第14項において、派遣先事業者が安衛法第66条第２項か

ら第４項までの規定に基づく健康診断及びこれらの健康診断の結果に

基づき安衛法第66条の４の規定に基づく医師からの意見聴取を行った

ときは、健康診断の結果を記載した書面を作成し、当該派遣元事業者

に送付するとともに、当該医師の意見を当該派遣元事業者に通知しな

ければならないこととされている。このことから、派遣先事業者が、

派遣元事業者にこれらの健康診断の結果及び医師の意見を記載した書

面を提供することは、労働者派遣法の規定に基づく行為であり、法第

するものが申し出たときは、事業者は、面接指導の実施が義務付けら

れている。事業者がこの義務を遂行するためには、当該労働者が厚生

労働省令で定める要件に該当するかどうかを確認するために、労働者

にストレスチェックの提出を求めるほか、ストレスチェックを実施し

た外部機関に対してストレスチェック結果の提供を求めることも考え

られるが、労働者の申出は、事業者へのストレスチェック結果の提供

に同意したとみなすことができることから、事業者の求めに応じて外

部機関が事業者にストレスチェック結果を提供するに当たって、改め

て本人の同意を得る必要はない。 

    なお、事業者が、安衛法第66条の８第１項、第66条の８の２第１

項、第66条の８の４第１項又は第66条の10第３項の規定に基づく面接

指導を委託するために必要な労働者の個人情報を外部機関に提供し、

また、外部機関が委託元である事業者に対して労働者の面接指導の結

果を提供することは、５（２）に規定する健康診断等の場合と同様

に、安衛法に基づく事業者の義務を遂行する行為であり、法第23条第

１項第１号の「法令に基づく場合」に該当し、本人の同意を得なくて

も第三者提供の制限は受けない。この場合において、本人の同意を得

なくても第三者提供の制限を受けない健康情報には、面接指導の実施

に必要な情報として事業者から当該外部機関に提供するストレスチェ

ック結果も含まれる。 

（４）労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関す

る法律（昭和60年法律第88号）（以下「労働者派遣法」という。）第

45条第10項及び第14項において、派遣先事業者が安衛法第66条第２項

から第４項までの規定に基づく健康診断及びこれらの健康診断の結果

に基づき安衛法第66条の４の規定に基づく医師からの意見聴取を行っ

たときは、健康診断の結果を記載した書面を作成し、当該派遣元事業

者に送付するとともに、当該医師の意見を当該派遣元事業者に通知し

なければならないこととされている。このことから、派遣先事業者

が、派遣元事業者にこれらの健康診断の結果及び医師の意見を記載し

た書面を提供することは、労働者派遣法の規定に基づく行為であり、
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27条第１項第１号の「法令に基づく場合」に該当し、本人の同意を得

なくても第三者提供の制限は受けない。 

（５）事業者が、健康保険組合等に対して労働者の健康情報の提供を求め

る場合、法第27条に基づき、原則として健康保険組合等は労働者（被

保険者）の同意を得る必要がある。この場合においても、事業者は、

あらかじめこれらの情報を取得する目的を労働者に明らかにして承諾

を得るとともに、必要に応じ、これらの情報は労働者本人から提出を

受けることが望ましい。 

   ただし、事業者が健康保険組合等と共同で健康診断を実施する場合

等法第27条第５項第１号から第３号までに掲げる場合においては、健

康情報の提供を受ける者は第三者に該当しないため、当該労働者の同

意を得る必要はない。 

 

 （６）高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号。以下「高

確法」という。）第27条第３項及び第４項並びに健康保険法（大正11

年法律第70号。以下「健保法」という。）第150条第２項及び第３項

その他の医療保険各法の規定において、医療保険者は、事業者に対

し、健康診断に関する記録の写し（高確法第27条第３項の規定に基づ

く場合は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準（平成

19年厚生労働省令第157号。以下「実施基準」という。）第２条各号

に掲げる項目に関する記録の写しに限り、また、健保法その他の医療

保険各法の規定に基づく場合は、実施基準第２条各号に掲げる項目に

関する記録の写しその他健保法第150条第１項等の規定により被保険

者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって医療保険

者が必要と認める情報に限る。）の提供を求めることができ、健康診

断に関する記録の写しの提供を求められた事業者は、当該記録の写し

を提供しなければならないとされている。このため、事業者が、これ

らの規定に基づき医療保険者の求めに応じて健康診断の結果を提供す

る場合は、法第27条第１項第１号の「法令に基づく場合」に該当する

ことから、本人の同意を得なくても第三者提供の制限は受けない。 

法第23条第１項第１号の「法令に基づく場合」に該当し、本人の同意

を得なくても第三者提供の制限は受けない。 

（５）事業者が、健康保険組合等に対して労働者の健康情報の提供を求め

る場合、健康保険組合等は当該事業者に当該労働者の健康情報を提供

することを目的として取得していないため、法第23条の第三者提供の

制限に該当し、健康保険組合等は労働者（被保険者）の同意を得る必

要がある。この場合においても、事業者は、あらかじめこれらの情報

を取得する目的を労働者に明らかにして承諾を得るとともに、必要に

応じ、これらの情報は労働者本人から提出を受けることが望ましい。 

   ただし、事業者が健康保険組合等と共同で健康診断を実施する場合

等法第23条第５項第１号から第３号に掲げる場合においては、健康情

報の提供を受ける者は第三者に該当しないため、当該労働者の同意を

得る必要はない。 

（６）高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第27条第

２項及び第３項の規定により、医療保険者は、加入者を使用している

事業者又は使用していた事業者に対し、厚生労働省令で定めるところ

により、安衛法その他の法令に基づき、その事業者が保存している加

入者に係る健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めることが

でき、健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者は厚生

労働省令で定めるところにより、その記録の写しを提供しなければな

らないとされている。このことから、特定健康診査及び特定保健指導

の実施に関する基準（平成19年厚生労働省令第157号）第２条に定め

る項目に係る記録の写しについては、医療保険者からの提供の求めが

あった場合に事業者が当該記録の写しを提供することは、法令に基づ

くものであるので、法第23条第１項第１号に該当し、本人の同意なく

提供できる。 

    なお、事業者が保存している加入者に係る健康診断に関する記録の

うち、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第２条に定

める項目に含まれないもの（業務歴、視力、聴力、胸部エックス線検

査、喀痰検査）については、労働者に対して定期健康診断の結果の情
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 ８ 法第33条に規定する保有個人データの開示に関する事項（ガイドライ

ン3-8-2関係） 

   事業者が保有する健康情報のうち、安衛法第66条の８第３項（第66条

の８の２第２項及び第66条の８の４第２項の規定により準用する場合を

含む。）及び第66条の10第４項の規定に基づき事業者が作成した面接指

導の結果の記録その他の医師、保健師等の判断及び意見並びに詳細な医

学的情報等の情報であって保有個人データに該当するものについては、

本人から開示の請求があった場合は、原則として電磁的記録の提供によ

る方法、書面の交付による方法その他当該事業者の定める方法のうち本

人が請求した方法により、遅滞なく、開示しなければならない。ただ

し、本人に開示することにより、法第33条第２項各号のいずれかに該当

する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。 

 

 ９ 法第40条に規定する苦情の処理に関する事項（ガイドライン3-9関

係） 

   ガイドライン3-9に定める苦情を処理するための窓口については、健

康情報に係る苦情に適切に対応するため、必要に応じて産業保健業務従

事者と連携を図ることができる体制を整備しておくことが望ましい。 

 

 10 その他事業者が雇用管理に関する個人情報の適切な取扱いを確保する

ための措置を行うに当たって配慮すべき事項 

 （１）事業者は、安衛法に基づく健康診断等の実施を外部機関に委託する

ことが多いことから、健康情報についても外部とやり取りをする機会

が多いことや、事業場内においても健康情報を産業保健業務従事者以

外の者に取り扱わせる場合があること等に鑑み、あらかじめ、ガイド

ライン3-8に掲げるもののほか、次に掲げる事項について事業場内の

規程等として定め、これを労働者に周知するとともに、関係者に当該

報を医療保険者に提供する旨を明示し、同意を得ることが必要とな

る。 

 

６ 法第28条に規定する保有個人データの開示に関する事項（ガイドライ

ン3-5-2関係） 

事業者が保有する健康情報のうち、安衛法第66条の８第３項（第66条

の８の２第２項及び第66条の８の４第２項の規定により準用する場合を

含む。）及び第66条の10第４項の規定に基づき事業者が作成した面接指

導の結果の記録その他の医師、保健師等の判断及び意見並びに詳細な医

学的情報を含む健康情報については、本人から開示の請求があった場合

は、原則として開示しなければならない。ただし、本人に開示すること

により、法第28条第２項各号のいずれかに該当する場合は、その全部又

は一部を開示しないことができる。 

 

 

 

７ 法第35条に規定する苦情の処理に関する事項（ガイドライン3-6関

係） 

   ガイドライン3-6に定める苦情を処理するための窓口については、健

康情報に係る苦情に適切に対応するため、必要に応じて産業保健業務従

事者と連携を図ることができる体制を整備しておくことが望ましい。 

 

８ その他事業者が雇用管理に関する個人情報の適切な取扱いを確保する

ための措置を行うに当たって配慮すべき事項 

（１）事業者は、安衛法に基づく健康診断等の実施を外部機関に委託する

ことが多いことから、健康情報についても外部とやり取りをする機会

が多いことや、事業場内においても健康情報を産業保健業務従事者以

外の者に取り扱わせる場合があること等に鑑み、あらかじめ、ガイド

ライン3-5に掲げるもののほか、以下に掲げる事項について事業場内

の規程等として定め、これを労働者に周知するとともに、関係者に当
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規程等に従って取り扱わせることが望ましい。 

   （ａ）健康情報の利用目的及び利用方法に関すること 

   （ｂ）健康情報に係る安全管理体制に関すること 

   （ｃ）健康情報を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う健康情報の

範囲に関すること 

   （ｄ）健康情報の開示、訂正、追加又は削除の方法（廃棄に関するも

のを含む。）に関すること 

   （ｅ）健康情報の取扱いに関する苦情の処理に関すること 

 （２）事業者は、（１）の規程等を定めるときは、衛生委員会等において

審議を行った上で、労働組合等に通知し、必要に応じて協議を行うこ

とが望ましい。 

 （３）ＨＩＶ感染症やＢ型肝炎等の職場において感染したり、蔓延したり

する可能性が低い感染症に関する情報や、色覚検査等の遺伝性疾病に

関する情報については、職業上の特別な必要性がある場合を除き、事

業者は、労働者等から取得すべきでない。ただし、労働者の求めに応

じて、これらの疾病等の治療等のため就業上の配慮を行う必要がある

場合については、当該就業上の配慮に必要な情報に限って、事業者が

労働者から取得することは考えられる。 

 （４）労働者の健康情報は、医療機関において「医療・介護関係事業者に

おける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に基づき取り扱

われ、また、健康保険組合において「健康保険組合等における個人情

報の適切な取扱いのためのガイダンス」に基づき取り扱われることか

ら、事業者は、特に安全管理措置等について、両ガイダンスの内容に

ついても留意することが期待されている。 

該規程に従って取り扱わせることが望ましい。 

   （ａ）健康情報の利用目的及び利用方法に関すること 

   （ｂ）健康情報に係る安全管理体制に関すること 

（ｃ）健康情報を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う健康情報の

範囲に関すること 

   （ｄ）健康情報の開示、訂正、追加又は削除の方法（廃棄に関するも

のを含む。）に関すること 

   （ｅ）健康情報の取扱いに関する苦情の処理に関すること 

（２）事業者は、（１）の規程等を定めるときは、衛生委員会等において

審議を行った上で、労働組合等に通知し、必要に応じて協議を行うこ

とが望ましい。 

（３）ＨＩＶ感染症やＢ型肝炎等の職場において感染したり、蔓延したり

する可能性が低い感染症に関する情報や、色覚検査等の遺伝性疾病に

関する情報については、職業上の特別な必要性がある場合を除き、事

業者は、労働者等から取得すべきでない。ただし、労働者の求めに応

じて、これらの疾病等の治療等のため就業上の配慮を行う必要がある

場合については、当該就業上の配慮に必要な情報に限って、事業者が

労働者から取得することは考えられる。 

（４）労働者の健康情報は、医療機関において「医療・介護関係事業者に

おける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に基づき取り扱

われ、また、健康保険組合において「健康保険組合等における個人情

報の適切な取扱いのためのガイダンス」に基づき取り扱われることか

ら、事業者は、特に安全管理措置等について、両ガイダンスの内容に

ついても留意することが期待されている。 

 



別添３ 

 

雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項 

 

 

第１ 趣旨 

 

  この留意事項は、雇用管理分野における労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号。

以下「安衛法」という。）等に基づき実施した健康診断の結果等の健康情報の取扱いに

ついて、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）」（平成 28 年

個人情報保護委員会告示第６号。以下「ガイドライン」という。）に定める措置の実施

に当たって、事業者において適切に取り扱われるよう、特に留意すべき事項を定める

ものである。 

なお、事業者は、この留意事項に記載のない事項等については、ガイドライン、「個

人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（外国にある第三者への提供編）」

（平成 28 年個人情報保護委員会告示第７号）、「個人情報の保護に関する法律について

のガイドライン（第三者提供時の確認・記録義務編）」（平成 28 年個人情報保護委員会

告示第８号）、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（仮名加工情報・

匿名加工情報編）」（平成 28 年個人情報保護委員会告示第９号）及び「個人情報の保護

に関する法律についてのガイドライン（認定個人情報保護団体編）」（令和３年個人情

報保護委員会告示第７号）をそれぞれ参照されたい。 

 

 

第２ 健康情報の定義 

 

  個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号。以下「法」という。）第２条

第１項及びガイドライン 2-1 に定める個人情報のうち、この留意事項において取り扱

う労働者の健康に関する個人情報（以下「健康情報」という。）は、健康診断の結果、

病歴、その他の健康に関するものをいい、健康情報に該当するものの例として、次に

掲げるものが挙げられる。 

この健康情報については、法第２条第３項及びガイドライン 2-3 に定める「要配慮

個人情報」（注）に該当する場合が多い。なお、要配慮個人情報に該当しない健康情報

についても、労働者に関する機微な情報が含まれ得ること等から、要配慮個人情報に

準じて取り扱うことが望ましい。 

（１）産業医、保健師、衛生管理者その他の労働者の健康管理に関する業務に従事す

る者（以下「産業保健業務従事者」という。）が労働者の健康管理等を通じて得た



  

情報 

（２）安衛法第 65 条の２第１項の規定に基づき、事業者が作業環境測定の結果の評価

に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認めたときに実施した健

康診断の結果 

（３）安衛法第 66 条第１項から第４項までの規定に基づき事業者が実施した健康診断

の結果並びに安衛法第 66 条第５項及び第 66 条の２の規定に基づき労働者から提

出された健康診断の結果 

（４）安衛法第 66 条の４の規定に基づき事業者が医師又は歯科医師から聴取した意見

及び安衛法第 66 条の５第１項の規定に基づき事業者が講じた健康診断実施後の

措置の内容 

（５）安衛法第 66 条の７の規定に基づき事業者が実施した保健指導の内容 

（６）安衛法第 66 条の８第１項、第 66 条の８の２第１項及び第 66 条の８の４第１項

の規定に基づき事業者が実施した面接指導の結果並びに安衛法第 66 条の８第２

項（第 66 条の８の２第２項及び第 66 条の８の４第２項の規定により準用する場

合を含む。）の規定に基づき労働者から提出された面接指導の結果 

（７）安衛法第 66 条の８第４項（第 66 条の８の２第２項及び第 66 条の８の４第２項

の規定により準用する場合を含む。）の規定に基づき事業者が医師から聴取した意

見及び安衛法第 66 条の８第５項（第 66 条の８の２第２項及び第 66 条の８の４第

２項の規定により準用する場合を含む。）の規定に基づき事業者が講じた面接指導

実施後の措置の内容 

（８）安衛法第 66 条の９の規定に基づき事業者が実施した面接指導又は面接指導に準

ずる措置の結果 

 （９）安衛法第 66 条の 10 第１項の規定に基づき事業者が実施した心理的な負担の程

度を把握するための検査（以下「ストレスチェック」という。）の結果 

 （10）安衛法第 66 条の 10 第３項の規定に基づき事業者が実施した面接指導の結果 

 （11）安衛法第 66 条の 10 第５項の規定に基づき事業者が医師から聴取した意見及び

同条第６項の規定に基づき事業者が講じた面接指導実施後の措置の内容 

（12）安衛法第 69 条第１項の規定に基づく健康保持増進措置を通じて事業者が取得し

た健康測定の結果、健康指導の内容等 

 （13）労働者災害補償保険法（昭和 22 年法律第 50 号）第 27 条の規定に基づき、労働

者から提出された二次健康診断の結果 

 （14）健康保険組合等が実施した健康診断等の事業を通じて事業者が取得した情報 

 （15）受診記録、診断名等の療養の給付に関する情報 

 （16）事業者が医療機関から取得した診断書等の診療に関する情報 

 （17）労働者から欠勤の際に提出された疾病に関する情報 

 （18）（１）から（17）までに掲げるもののほか、任意に労働者等から提供された本人



  

の病歴、健康診断の結果、その他の健康に関する情報 

 

（注） 個人情報取扱事業者等の義務等に係る規定（法第４章）においては、法第２条第３項及

びガイドライン 2-3 に定める「要配慮個人情報」の取得（法第 20 条第２項）及び個人デ

ータの第三者提供（法第 27 条第１項）をするに当たっては、原則として本人の同意が必

要である。なお、「要配慮個人情報」については、法第 27条第２項の規定による第三者提

供（第三者への提供を利用目的とすること等をあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易

に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出ることで、あらかじめ本人

の同意を得ずに、個人データを第三者に提供すること。）は認められない。 

    また、例えば、次のような場合には、健康情報の取得及び第三者提供に際して、本人の

同意は必要ない。 

   （ａ）事業者が、法令に基づき、労働者の健康診断の結果を取得し、又は第三者に提供す 

る場合（法第 20条第２項第１号、第 27条第１項第１号） 

   （ｂ）法第 27 条第５項第１号から第３号までに掲げる第三者に該当しない場合（例：事 

業者が医療保険者と共同で健康診断を実施する場合において、健康情報が共同して利 

用する者に提供される場合等） 

 

 

第３ 健康情報の取扱いについて事業者が留意すべき事項 

 

 １ 事業者が健康情報を取り扱うに当たっての基本的な考え方 

 （１）第２の（１）から（18）までに挙げた健康情報のうち要配慮個人情報に該当する

ものについては、本人に対する不利益な取扱い又は差別等につながるおそれがあ

るため、事業者において、その取扱いに特に配慮を要する。要配慮個人情報に該

当しない健康情報についても、第２のとおり、労働者に関する機微な情報が含ま

れ得ること等から、要配慮個人情報に準じて取り扱うことが望ましい。 

 （２）事業者は、健康情報を取り扱うに当たっては、利用目的をできる限り具体的に

特定しなければならない。また、原則としてあらかじめ本人の同意を得ないで、

特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、健康情報を取り扱ってはなら

ない。 

    なお、安衛法第 104 条第１項に基づき、事業者は、安衛法又はこれに基づく命

令の規定による措置の実施に関し、労働者の健康情報を収集し、保管し、又は使

用するに当たっては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の健康情報を

収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければな

らない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な理由がある場合は、この限

りでない。 



  

 ２ 法第 19 条に規定する不適正な利用の禁止に関する事項（ガイドライン 3-2 関係） 

   事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により

健康情報を利用してはならない。 

 

 ３ 法第 20 条に規定する適正な取得及び法第 21 条に規定する取得に際しての利用目

的の通知等に関する事項（ガイドライン 3-3 関係） 

 （１）事業者は、法令に基づく場合等を除き、労働者の健康情報のうち要配慮個人情

報に該当するものを取得する場合は、あらかじめ本人の同意を得なければならな

い。 

 （２）また、事業者は、本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得す

る場合は、自傷他害のおそれがあるなど、労働者の生命、身体又は財産の保護の

ために緊急の必要がある場合等を除き、あらかじめ、本人に利用目的を明示しな

ければならない。 

 （３）安衛法第 66 条の 10 第２項において、ストレスチェックを実施した医師、保健

師その他の厚生労働省令で定める者（以下「実施者」という。）は、労働者の同意

を得ないでストレスチェック結果を事業者に提供してはならないこととされてお

り、事業者は、実施者又はその他のストレスチェックの実施の事務に従事した者

（以下「実施事務従事者」という。）に提供を強要する又は労働者に同意を強要す

る等の不正の手段により、労働者のストレスチェックの結果を取得してはならな

い。 

 

 ４ 法第 23 条に規定する安全管理措置及び法第 24 条に規定する従業者の監督に関す

る事項（ガイドライン 3-4-2 及び 3-4-3 関係） 

 （１）事業者は、健康情報のうち診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の加工前の情

報や詳細な医学的情報の取扱いについては、その利用に当たって医学的知識に基

づく加工・判断等を要することがあることから、産業保健業務従事者に行わせる

ことが望ましい。 

 （２）事業者は、産業保健業務従事者から産業保健業務従事者以外の者に健康情報を

提供させるときは、当該健康情報が労働者の健康確保に必要な範囲内で利用され

るよう、必要に応じて、産業保健業務従事者に健康情報を適切に加工させる等の

措置を講ずること。 

（３）個人のストレスチェック結果を取り扱う実施者及び実施事務従事者については、

あらかじめ衛生委員会等による調査審議を踏まえて事業者が指名し、全ての労働

者に周知すること。 

 （４）ストレスチェック結果は、詳細な医学的情報を含むものではないため、事業者

は、その情報を産業保健業務従事者以外の者にも取り扱わせることができるが、



  

事業者への提供について労働者の同意を得ていない場合には、ストレスチェック

を受ける労働者について解雇、昇進又は異動（以下「人事」という。）に関して直

接の権限を持つ監督的地位にある者に取り扱わせてはならない。また、事業者は、

ストレスチェック結果を労働者の人事を担当する者（人事に関して直接の権限を

持つ監督的地位にある者を除く。）に取り扱わせるときは、労働者の健康確保に必

要な範囲を超えて人事に利用されることのないようにするため、次に掲げる事項

を当該者に周知すること。 

（ａ）当該者には安衛法第 105 条の規定に基づき秘密の保持義務が課されること。 

   （ｂ）ストレスチェック結果の取扱いは、医師等のストレスチェックの実施者の

指示により行うものであり、所属部署の上司等の指示を受けて、その結果を

漏らしたりしてはならないこと。 

   （ｃ）ストレスチェック結果を、自らの所属部署の業務等のうちストレスチェッ

クの実施の事務とは関係しない業務に利用してはならないこと。 

 （５）インターネットや社内イントラネット等の情報通信技術を利用してストレスチ

ェックを実施する場合は、次に掲げる事項を満たす必要があること。 

   （ａ）個人情報の保護や改ざんの防止等のセキュリティの確保のための仕組みが

整っており、その仕組みに基づいて個人の結果の保存が適切になされている

こと。 

   （ｂ）本人以外に個人のストレスチェック結果を閲覧することのできる者の制限

がなされていること。 

 

 ５ 法第 25 条に規定する委託先の監督に関する事項（ガイドライン 3-4-4 関係） 

   健康診断、ストレスチェック、面接指導又は健康保持増進措置の全部又は一部を

医療機関、メンタルヘルスケアへの支援を行う機関等（以下「外部機関」という。）

に委託する場合には、当該委託先において、情報管理が適切に行われる体制が整備

されているかについて、あらかじめ確認しなければならない。 

 

 ６ 法第 26 条に規定する漏えい等の報告等に関する事項（ガイドライン 3-5 関係） 

   事業者は、その取り扱う個人データの漏えい等又はそのおそれのある事案（以下

「漏えい等事案」という。）が発覚した場合には、漏えい等事案の内容等に応じて、

次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。 

 （１）事業者内部における報告及び被害の拡大防止 

    責任ある立場の者に直ちに報告するとともに、漏えい等事案による被害が発覚

時よりも拡大しないよう必要な措置を講ずること。 

 （２）事実関係の調査及び原因の究明 

    漏えい等事案の事実関係の調査及び原因の究明に必要な措置を講ずること。 



  

 （３）影響範囲の特定 

    上記（２）で把握した事実関係による影響範囲の特定のために必要な措置を講

ずること。 

 （４）再発防止策の検討及び実施 

    上記（２）の結果を踏まえ、漏えい等事案の再発防止策の検討及び実施に必要

な措置を講ずること。 

 （５）個人情報保護委員会への報告及び本人への通知 

    個人情報の保護に関する法律施行規則（平成 28 年個人情報保護委員会規則第３

号）第７条各号に定める事態を知ったときは、ガイドライン 3-5-3 に従って、個

人情報保護委員会に報告するとともに、ガイドライン 3-5-4 に従って、本人への

通知等を行わなければならない。なお、漏えい等事案の内容等に応じて、二次被

害の防止、類似事案の発生防止等の観点から、事実関係及び再発防止策等につい

て、速やかに公表することが望ましい。 

 

 ７ 法第 27 条第１項に規定する第三者提供に関する本人の同意等に関する事項（ガイ

ドライン 3-6 関係） 

 （１）事業者が、労働者から提出された診断書の内容以外の情報について医療機関か

ら健康情報を収集する必要がある場合、事業者から求められた情報を医療機関が

提供することは、法第 27 条の第三者提供に該当するため、医療機関は、原則と

して労働者から同意を得る必要がある。この場合においても、事業者は、あらか

じめこれらの情報を取得する目的を労働者に明らかにして承諾を得るとともに、

必要に応じ、これらの情報は労働者本人から提出を受けることが望ましい。 

 （２）安衛法第 66 条第１項から第４項までの規定に基づく健康診断並びに安衛法第

66 条の８第１項、第 66 条の８の２第１項及び第 66 条の８の４第１項の規定に

基づく面接指導については、これらの規定において事業者は医師若しくは歯科医

師による健康診断又は医師による面接指導を行わなければならないとされてい

る。事業者は、健康診断又は面接指導の実施に当たって、外部機関に健康診断又

は面接指導の実施を委託する場合には、事業者は、健康診断又は面接指導の実施

に必要な労働者の個人情報を外部機関に提供する必要がある。また、安衛法第

66 条の３、第 66 条の４、第 66 条の８第３項及び第４項（第 66 条の８の２第２

項及び第 66 条の８の４第２項の規定により準用する場合を含む。）において、事

業者は、健康診断又は面接指導の結果の記録及び当該結果に係る医師又は歯科医

師からの意見聴取が義務付けられており、安衛法第 66 条の６において、事業者

は、健康診断結果の労働者に対する通知が義務付けられている。事業者がこれら

の義務を遂行するためには、健康診断又は面接指導の結果が外部機関から事業者

に報告（提供）されなければならない。これらのことから、事業者が外部機関に



  

これらの健康診断又は面接指導を委託するために必要な労働者の個人情報を外部

機関に提供し、また、外部機関が委託元である事業者に対して労働者の健康診断

又は面接指導の結果を報告（提供）することは、それぞれ安衛法に基づく事業者

の義務を遂行する行為であり、法第 27 条第１項第１号の「法令に基づく場合」

に該当し、本人の同意を得なくても第三者提供の制限は受けない。 

 （３）事業者は、ストレスチェックの実施に当たって、外部機関にストレスチェック

の実施を委託する場合には、ストレスチェックの実施に必要な労働者の個人情報

を外部機関に提供する必要がある。この場合において、当該提供行為は、７（２）

に規定する健康診断等の場合と同様に、安衛法に基づく事業者の義務を遂行する

行為であり、法第 27 条第１項第１号の「法令に基づく場合」に該当することから、

本人の同意を得なくても第三者提供の制限は受けない。 

    また、安衛法第 66 条の 10 第２項において、あらかじめストレスチェックを受

けた労働者の同意を得ないで、その結果を事業者に提供してはならないこととさ

れている。このため、外部機関が、あらかじめ本人の同意を得ないで、委託元であ

る事業者に対してストレスチェック結果を提供することはできない。 

    さらに、安衛法第 66 条の 10 第３項において、ストレスチェックの結果の通知

を受けた労働者であって、厚生労働省令で定める要件に該当するものが申し出た

ときは、事業者は、面接指導の実施が義務付けられている。事業者がこの義務を

遂行するためには、当該労働者が厚生労働省令で定める要件に該当するかどうか

を確認するために、労働者にストレスチェックの提出を求めるほか、ストレスチ

ェックを実施した外部機関に対してストレスチェック結果の提供を求めることも

考えられるが、労働者の申出は、事業者へのストレスチェック結果の提供に同意

したとみなすことができることから、事業者の求めに応じて外部機関が事業者に

ストレスチェック結果を提供するに当たって、改めて本人の同意を得る必要はな

い。 

なお、事業者が、安衛法第 66 条の８第１項、第 66 条の８の２第１項、第 66 条

の８の４第１項又は第 66 条の 10 第３項の規定に基づく面接指導を委託するため

に必要な労働者の個人情報を外部機関に提供し、また、外部機関が委託元である

事業者に対して労働者の面接指導の結果を提供することは、７（２）に規定する

健康診断等の場合と同様に、安衛法に基づく事業者の義務を遂行する行為であり、

法第 27 条第１項第１号の「法令に基づく場合」に該当し、本人の同意を得なくて

も第三者提供の制限は受けない。この場合において、本人の同意を得なくても第

三者提供の制限を受けない健康情報には、面接指導の実施に必要な情報として事

業者から当該外部機関に提供するストレスチェック結果も含まれる。 

 （４）労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭

和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。）第 45 条第 10 項及び第 14



  

項において、派遣先事業者が安衛法第 66 条第２項から第４項までの規定に基づく

健康診断及びこれらの健康診断の結果に基づき安衛法第 66 条の４の規定に基づ

く医師からの意見聴取を行ったときは、健康診断の結果を記載した書面を作成し、

当該派遣元事業者に送付するとともに、当該医師の意見を当該派遣元事業者に通

知しなければならないこととされている。このことから、派遣先事業者が、派遣

元事業者にこれらの健康診断の結果及び医師の意見を記載した書面を提供するこ

とは、労働者派遣法の規定に基づく行為であり、法第 27 条第１項第１号の「法令

に基づく場合」に該当し、本人の同意を得なくても第三者提供の制限は受けない。 

 （５）事業者が、健康保険組合等に対して労働者の健康情報の提供を求める場合、法

第 27 条に基づき、原則として健康保険組合等は労働者（被保険者）の同意を得る

必要がある。この場合においても、事業者は、あらかじめこれらの情報を取得す

る目的を労働者に明らかにして承諾を得るとともに、必要に応じ、これらの情報

は労働者本人から提出を受けることが望ましい。 

ただし、事業者が健康保険組合等と共同で健康診断を実施する場合等法第 27

条第５項第１号から第３号までに掲げる場合においては、健康情報の提供を受け

る者は第三者に該当しないため、当該労働者の同意を得る必要はない。 

 （６）高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第 80 号。以下「高確法」と

いう。）第 27 条第３項及び第４項並びに健康保険法（大正 11 年法律第 70 号。以

下「健保法」という。）第 150 条第２項及び第３項その他の医療保険各法の規定に

おいて、医療保険者は、事業者に対し、健康診断に関する記録の写し（高確法第

27 条第３項の規定に基づく場合は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関す

る基準（平成 19 年厚生労働省令第 157 号。以下「実施基準」という。）第２条各

号に掲げる項目に関する記録の写しに限り、また、健保法その他の医療保険各法

の規定に基づく場合は、実施基準第２条各号に掲げる項目に関する記録の写しそ

の他健保法第 150 条第１項等の規定により被保険者等の健康の保持増進のために

必要な事業を行うに当たって医療保険者が必要と認める情報に限る。）の提供を求

めることができ、健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者は、当

該記録の写しを提供しなければならないとされている。このため、事業者が、こ

れらの規定に基づき医療保険者の求めに応じて健康診断の結果を提供する場合は、

法第 27 条第１項第１号の「法令に基づく場合」に該当することから、本人の同意

を得なくても第三者提供の制限は受けない。 

 

 ８ 法第 33 条に規定する保有個人データの開示に関する事項（ガイドライン 3-8-2 関

係） 

   事業者が保有する健康情報のうち、安衛法第 66 条の８第３項（第 66 条の８の２

第２項及び第 66 条の８の４第２項の規定により準用する場合を含む。）及び第 66 条



  

の 10 第４項の規定に基づき事業者が作成した面接指導の結果の記録その他の医師、

保健師等の判断及び意見並びに詳細な医学的情報等の情報であって保有個人データ

に該当するものについては、本人から開示の請求があった場合は、原則として電磁

的記録の提供による方法、書面の交付による方法その他当該事業者の定める方法の

うち本人が請求した方法により、遅滞なく、開示しなければならない。ただし、本

人に開示することにより、法第 33 条第２項各号のいずれかに該当する場合は、その

全部又は一部を開示しないことができる。 

 

 ９ 法第 40 条に規定する苦情の処理に関する事項（ガイドライン 3-9 関係） 

   ガイドライン 3-9 に定める苦情を処理するための窓口については、健康情報に係

る苦情に適切に対応するため、必要に応じて産業保健業務従事者と連携を図ること

ができる体制を整備しておくことが望ましい。 

 

 10 その他事業者が雇用管理に関する個人情報の適切な取扱いを確保するための措置

を行うに当たって配慮すべき事項 

 （１）事業者は、安衛法に基づく健康診断等の実施を外部機関に委託することが多い

ことから、健康情報についても外部とやり取りをする機会が多いことや、事業場

内においても健康情報を産業保健業務従事者以外の者に取り扱わせる場合がある

こと等に鑑み、あらかじめ、ガイドライン 3-8 に掲げるもののほか、次に掲げる

事項について事業場内の規程等として定め、これを労働者に周知するとともに、

関係者に当該規程等に従って取り扱わせることが望ましい。 

   （ａ）健康情報の利用目的及び利用方法に関すること 

   （ｂ）健康情報に係る安全管理体制に関すること 

   （ｃ）健康情報を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う健康情報の範囲に関す

ること 

   （ｄ）健康情報の開示、訂正、追加又は削除の方法（廃棄に関するものを含む。）

に関すること 

   （ｅ）健康情報の取扱いに関する苦情の処理に関すること 

 （２）事業者は、（１）の規程等を定めるときは、衛生委員会等において審議を行った

上で、労働組合等に通知し、必要に応じて協議を行うことが望ましい。 

 （３）ＨＩＶ感染症やＢ型肝炎等の職場において感染したり、蔓延したりする可能性

が低い感染症に関する情報や、色覚検査等の遺伝性疾病に関する情報については、

職業上の特別な必要性がある場合を除き、事業者は、労働者等から取得すべきで

ない。ただし、労働者の求めに応じて、これらの疾病等の治療等のため就業上の

配慮を行う必要がある場合については、当該就業上の配慮に必要な情報に限って、

事業者が労働者から取得することは考えられる。 



  

 （４）労働者の健康情報は、医療機関において「医療・介護関係事業者における個人情

報の適切な取扱いのためのガイダンス」に基づき取り扱われ、また、健康保険組

合において「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン

ス」に基づき取り扱われることから、事業者は、特に安全管理措置等について、両

ガイダンスの内容についても留意することが期待されている。 



 

個 情 第 2 8 5 0 号 

基 発 1 0 2 7 第 ４ 号 

 令和５年 10 月 27 日 

 

別記事業者及び関係団体の長 殿 

 

個人情報保護委員会事務局長 

（ 公  印  省  略 ） 

厚生労働省労働基準局長 

（ 公  印  省  略 ） 

 

 

雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り

扱うに当たっての留意事項の一部改正について（通知） 

 

 

 雇用管理分野における個人情報のうち労働者の健康に関する情

報(以下「健康情報」という。)の取扱いについては、「個人情報

の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）」（平成

28 年個人情報保護委員会告示第６号。別添１）の適用に伴い、「雇

用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっ

ての留意事項」(平成 29 年５月 29 日付け個情第 752 号、基発 0529

第６号。以下「留意事項」という。)を定め、その周知を図ってき

たところです。 

今般、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険

法等の一部を改正する法律（令和３年法律第 66 号）の一部が令和

４年１月１日から施行されたこと並びに個人情報の保護に関する

法律等の一部を改正する法律（令和２年法律第 44 号）及びデジタ

ル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３

年法律第 37 号）が令和４年４月１日及び令和５年４月１日から施

行されたことに伴い、留意事項について、別添２のとおり一部改

正を行い、別添３のとおり定めました。 

これに基づき、労働者の健康情報の取扱いが適正に行われるよ

う、傘下の団体、会員事業場等の関係者に対する周知方御協力を

お願いいたします。 



別記 

JAM 会長 
板硝子協会会長 
一般社団法人海外建設協会会長 
一般社団法人カメラ映像機器工業会会長 
一般社団法人建設産業専門団体連合会会長 
一般社団法人合板仮設材安全技術協会会長 
一般社団法人情報サービス産業協会会長 
一般社団法人全国スーパーマーケット協会会長 
一般社団法人全国ＬＰガス協会会長 
一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会会長 
一般社団法人全国信用金庫協会会長 
一般社団法人全国信用組合中央協会会長 
一般社団法人全国森林土木建設業協会会長 
一般社団法人全日本ホテル連盟会長 
一般社団法人送電線建設技術研究会理事長 
一般社団法人第二地方銀行協会会長 
一般社団法人電気通信事業者協会会長 
一般社団法人電子情報技術産業協会会長 
一般社団法人東京ガラス外装クリーニング協会会長 
一般社団法人日本映画製作者連盟会長 
一般社団法人日本映像ソフト協会会長 
一般社団法人日本空調衛生工事業協会会長 
一般社団法人日本くん蒸技術協会会長 
一般社団法人日本経済団体連合会会長 
一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟理事長 
一般社団法人日本建設機械工業会会長 
一般社団法人日本建設機械施工協会会長 
一般社団法人日本ゴム工業会会長 
一般社団法人日本ゴルフ場経営者協会理事長 
一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 
一般社団法人日本自動車販売協会連合会会長 
一般社団法人日本植物油協会会長 
一般社団法人日本倉庫協会会長 
一般社団法人日本造船協力事業者団体連合会会長 
一般社団法人日本造船工業会会長 
一般社団法人日本電気協会会長 



 

一般社団法人日本電機工業会会長 
一般社団法人日本ビルヂング協会連合会会長 
一般社団法人不動産協会理事長 
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会会長 
一般社団法人日本溶接協会会長 
一般社団法人日本旅館協会会長 
一般社団法人日本旅行業協会会長 
一般社団法人日本林業協会会長 
一般社団法人日本ロボット工業会会長 
一般社団法人林業機械化協会会長 
一般社団法人全国建設産業団体連合会会長 
一般社団法人日本食肉加工協会理事長 
オール日本スーパーマーケット協会会長 
化成品工業協会会長 
クロロカーボン衛生協会会長 
建設業労働災害防止協会会長 
公益社団法人全国解体工事業団体連合会会長 
公益社団法人全国産業資源循環連合会会長 
公益社団法人全国通運連盟会長 
公益社団法人全国都市清掃会議会長 
公益社団法人全国有料老人ホーム協会理事長 
公益社団法人全国老人福祉施設協議会会長 
公益社団法人全日本トラック協会会長 
公益社団法人鉄道貨物協会理事長 
公益社団法人日本新聞販売協会会長 
公益社団法人日本認知症グループホーム協会会長 
公益社団法人日本プラントメンテナンス協会会長 
公益社団法人リース事業協会会長 
公益社団法人日本給食サービス協会会長 
港湾貨物運送事業労働災害防止協会会長 
写真感光材料工業会会長 
精糖工業会会長 
船員災害防止協会会長 
せんい強化セメント板協会会長 
全国仮設安全事業協同組合理事長 
全国商工会連合会会長 



 

全国石油商業組合連合会会長 
全国セメント労働組合連合会代表 
全国タイヤ商工協同組合連合会会長 
全国農業協同組合中央会会長 
全日本紙器段ボール箱工業組合連合会会長 
全日本運輸産業労働組合連合会中央執行委員長 
全日本家具商組合連合会理事長 
全日本森林林業木材関連産業労働組合連合会中央執行委員長 
中央労働災害防止協会会長 
電気事業連合会会長 
日本ＬＰガス協会会長 
日本火薬工業会会長 
日本機械輸出組合理事長 
日本光学工業協会会長 
日本鉱業協会会長 
日本酸化チタン工業会会長 
一般社団法人日本スーパーマーケット協会会長 
日本製薬工業協会会長 
日本石鹸洗剤工業会会長 
日本船舶輸出組合理事長 
一般社団法人日本鋳鍛鋼会会長 
日本肥料アンモニア協会会長 
日本フェロアロイ協会会長 
日本プラスチック工業連盟会長 
日本無機薬品協会会長 
ビール酒造組合会長代表理事 
保健医療福祉労働組合協議会会長 
陸上貨物運送事業労働災害防止協会会長 
硫酸協会会長 
林業・木材製造業労働災害防止協会会長 
ロックウール工業会理事長 
一般財団法人建設業振興基金理事長 
一般財団法人港湾労働安定協会会長 
一般財団法人食品産業センター会長 
一般財団法人カーボンフロンティア機構会長 
一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会理事長 



 

一般財団法人日本陶業連盟理事長 
一般社団法人日本自動車車体工業会会長 
一般社団法人 JATI 協会会長 
一般社団法人セメント協会会長 
一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会会長 
一般社団法人プレストレスト・コンクリート建設業協会会長 
一般社団法人仮設工業会会長 
一般社団法人軽金属製品協会会長 
一般社団法人住宅生産団体連合会会長 
一般社団法人情報通信エンジニアリング協会会長 
一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会会長 
一般社団法人信託協会会長 
一般社団法人新金属協会会長 
一般社団法人生命保険協会会長 
一般社団法人全国クレーン建設業協会会長 
一般社団法人全国介護事業者協議会理事長 
一般社団法人全国銀行協会会長 
一般社団法人全国警備業協会会長 
一般社団法人全国建設業協会会長 
一般社団法人全国建設業労災互助会会長 
一般社団法人全国建設専門工事業団体連合会会長 
一般社団法人全国建築コンクリートブロック工業会会長 
一般社団法人全国石油協会会長 
一般社団法人全国測量設計業協会連合会会長  
一般社団法人全国地方銀行協会会長 
一般社団法人全国中小建設業協会会長 
一般社団法人全国中小建築工事業団体連合会会長 
一般社団法人全国特定施設事業者協議会代表理事 
一般社団法人全国木材組合連合会会長 
一般社団法人全国労働保険事務組合連合会会長 
一般社団法人大阪外食産業協会会長 
一般社団法人大日本水産会会長 
一般社団法人電気通信協会会長 
一般社団法人日本 DIY 協会会長 
一般社団法人日本アルミニウム協会会長 
一般社団法人日本アルミニウム合金協会会長 



 

一般社団法人日本ガス協会会長 
一般社団法人日本クレーン協会会長 
一般社団法人日本ゴルフ場事業協会理事長 
一般社団法人日本ショッピングセンター協会会長 
一般社団法人日本パン工業会会長 
一般社団法人日本プラント協会会長 
一般社団法人日本ベアリング工業会会長 
一般社団法人日本ボイラ協会会長 
一般社団法人日本ボイラ整備据付協会会長 
一般社団法人日本医療法人協会会長 
一般社団法人日本印刷産業機械工業会会長 
一般社団法人日本印刷産業連合会会長 
一般社団法人日本衛生材料工業連合会会長 
一般社団法人日本化学工業協会会長 
一般社団法人日本化学品輸出入協会会長 
一般社団法人日本化学物質安全・情報センター会長 
一般社団法人日本機械工業連合会会長 
一般社団法人日本橋梁・鋼構造物塗装技術協会会長 
一般社団法人日本橋梁建設協会会長 
一般社団法人日本金属プレス工業協会会長 
一般社団法人日本空調衛生工事業協会会長 
一般社団法人日本型枠工事業協会会長 
一般社団法人日本建設業経営協会会長 
一般社団法人日本建設業連合会会長 
一般社団法人日本建設躯体工事業団体連合会会長 
一般社団法人日本原子力産業協会会長 
一般社団法人日本工作機械工業会会長 
一般社団法人日本港運協会会長 
一般社団法人日本港湾福利厚生協会会長 
一般社団法人日本左官業組合連合会会長 
一般社団法人日本砂利協会会長 
一般社団法人日本砕石協会会長 
一般社団法人日本在外企業協会会長 
一般社団法人日本在宅介護協会会長 
一般社団法人日本産業・医療ガス協会会長 
一般社団法人日本産業機械工業会会長 



 

一般社団法人日本自動車会議所会長 
一般社団法人日本自動車機械器具工業会理事長 
一般社団法人日本自動車工業会会長 
一般社団法人日本自動車部品工業会会長 
一般社団法人日本照明工業会会長 
一般社団法人日本食品機械工業会会長 
一般社団法人日本伸銅協会会長 
一般社団法人日本新聞協会会長 
一般社団法人日本人材派遣協会会長 
一般社団法人日本厨房工業会会長 
一般社団法人日本染色協会会長 
一般社団法人日本繊維状物質研究協会理事長 
一般社団法人日本船主協会会長 
一般社団法人日本惣菜協会会長 
一般社団法人日本造園建設業協会会長 
一般社団法人日本造園組合連合会会長 
一般社団法人日本造船工業会会長 
一般社団法人日本損害保険協会会長 
一般社団法人日本鍛圧機械工業会会長 
一般社団法人日本鍛造協会会長 
一般社団法人日本中小型造船工業会会長 
一般社団法人日本鋳造協会会長 
一般社団法人日本鉄鋼連盟会長 
一般社団法人日本鉄道車輌工業会会長 
一般社団法人日本電子回路工業会会長 
一般社団法人日本電設工業協会会長 
一般社団法人日本電線工業会会長 
一般社団法人日本塗装工業会会長 
一般社団法人日本動力協会会長 
一般社団法人日本道路建設業協会会長 
一般社団法人日本鳶工業連合会会長 
一般社団法人日本乳業協会会長 
一般社団法人日本皮革産業連合会会長 
一般社団法人日本病院会会長 
一般社団法人日本弁当サービス協会会長 
一般社団法人日本芳香族工業会会長 



 

一般社団法人日本埋立浚渫協会会長 
一般社団法人日本民営鉄道協会会長 
一般社団法人日本民間放送連盟会長 
一般社団法人日本毛皮協会理事長 
一般社団法人日本溶融亜鉛鍍金協会理事長 
印刷インキ工業会会長 
塩ビ工業・環境協会会長 
化成品工業協会会長 
関西化学工業協会会長 
協同組合日本製パン製菓機械工業会理事長 
公益財団法人 21 世紀職業財団会長 
公益財団法人あしたの日本を創る協会代表理事 
公益財団法人建設業福祉共済団理事長 
公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会代表理事 
公益財団法人日本消防協会会長 
公益社団法人日本専門新聞協会会長 
公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会会長 
公益社団法人産業安全技術協会会長 
公益社団法人全国ビルメンテナンス協会会長 
公益社団法人全国火薬類保安協会会長 
公益社団法人全国都市清掃会議会長 
公益社団法人全国老人保健施設協会会長 
公益社団法人全日本病院協会会長 
公益社団法人東京医薬品工業協会会長 
公益社団法人日本べんとう振興協会会長 
公益社団法人日本缶詰びん詰レトルト食品協会会長 
公益社団法人日本作業環境測定協会会長 
公益社団法人日本洗浄技能開発協会理事長 
公益社団法人有機合成化学協会会長 
社会福祉法人全国社会福祉協議会会長 
情報産業労働組合連合会 中央執行委員長 
政府関係法人連絡協議会専務理事 
製粉協会会長 
石灰石鉱業協会会長 
石油化学工業協会会長 
石油鉱業連盟会長 



 

石油連盟会長 
全国ガス労働組合連合会中央執行委員長 
全国ホームヘルパー協議会会長 
全国飴菓子工業協同組合理事長 
全国菓子工業組合連合会理事長 
一般社団法人日本かまぼこ協会代表理事会長 
全国管工事業協同組合連合会会長 
全国基礎工業協同組合連合会会長 
全国漁業協同組合連合会代表理事会長 
全国建設業協同組合連合会会長 
全国建設労働組合総連合中央執行委員長 
全国交通運輸労働組合総連合中央執行委員長 
全国児童養護施設協議会会長 
全国社会就労センター協議会会長 
全国社会保険労務士会連合会会長 
全国森林組合連合会会長 
全国身体障害者施設協議会会長 
全国水産加工業協同組合連合会代表理事会長 
全国生コンクリート工業組合連合会会長 
全国製麺協同組合連合会会長 
全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合同盟会長 
全国素材生産業協同組合連合会会長 
全国造船安全衛生対策推進本部本部長 
全国段ボール工業組合連合会理事長 
全国地区通運協会代表理事・理事長 
全国中小企業団体中央会会長 
全国電力関連産業労働組合総連合会長 
全国鍍金工業組合連合会会長 
全国乳児福祉協議会会長 
全国農業協同組合連合会代表理事理事長 
全国保育協議会会長 
全国母子生活支援施設協議会会長 
全国法律関連労組連絡協議会議長 
全国労働組合総連合議長 
全国労働組合連絡協議会議長 
全日本パン協同組合連合会会長 



 

全日本菓子工業協同組合連合会理事長 
全日本紙器段ボール箱工業組合連合会会長 
全日本紙製品工業組合理事長 
全日本自動車産業労働組合総連合会会長 
全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会中央執行委員長 
全日本爬虫類皮革産業協同組合理事長 
電機・電子・情報通信産業経営者連盟理事長 
電気事業連合会会長 
電線工業経営者連盟理事長 
東京商工会議所会頭 
一般社団法人プレハブ建築協会会長 
一般社団法人日本型枠工事業協会会長 
奈良県毛皮革協同組合連合会理事長 
一般社団法人日本アスベスト調査診断協会代表理事 
日本ソーダ工業会会長 
日本チェーンストア協会会長 
日本化学エネルギー産業労働組合連合会会長 
日本化学繊維協会会長 
日本化粧品工業会会長 
日本基幹産業労働組合連合会中央執行委員長 
日本鉱業協会会長 
日本産業洗浄協議会会長 
日本商工会議所会頭 
日本小売業協会会長 
日本証券業協会会長 
日本醤油協会会長 
日本食品関連産業労働組合総連合会会長 
日本生活協同組合連合会会長 
日本製紙連合会会長 
日本製薬団体連合会会長 
日本繊維染色連合会会長 
日本肥料アンモニア協会会長 
日本百貨店協会会長 
日本紡績協会会長 
日本麻紡績協会会長 
日本郵政グループ労働組合中央執行委員長 



 

日本溶剤リサイクル工業会会長 
日本羊毛紡績会会長 
日本労働組合総連合会会長 
一般社団法人日本総合病院精神医学会理事長 
健康保険組合連合会会長 
公益財団法人産業医学振興財団理事長 
公益社団法人全国自治体病院協議会会長 
公益社団法人日本精神神経科診療所協会会長 
公益社団法人日本精神神経学会理事長 
公益社団法人日本精神保健福祉士協会会長 
国立精神医療施設長協議会会長 
精神医学講座担当者会議代表世話人 
一般社団法人日本産業カウンセラー協会会長 
学校法人産業医科大学理事長 
公益財団法人安全衛生技術試験協会理事長 
公益社団法人全国労働衛生団体連合会会長 
公益社団法人日本医師会会長 
公益社団法人日本看護協会会長 
公益社団法人日本産業衛生学会理事長 
公益社団法人日本歯科医師会会長 
公益社団法人日本精神科病院協会会長 
全国健康保険協会理事長 
独立行政法人労働者健康安全機構理事長 
一般社団法人日本精神科産業医協会代表理事 
特定非営利活動法人日本診療内科学会理事長 
 


